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検
察
官
が
取
調
べ
請
求
し
な
い
資
料
の
開
示
に
つ
い
て
、
二

0
0
四
年
五
月
の
法
改
正
ま
で
わ
が
国
の
刑
事
訴
訟
法
に
は
直
接
の
言
及

が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
い
か
に
扱
う
べ
き
か
が
久
し
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
判
例
は
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
最
高
裁
決

定
で
、
裁
判
所
の
訴
訟
指
揮
権
に
基
づ
い
て
証
拠
開
示
命
令
を
適
宜
発
す
る
と
い
う
対
応
策
を
打
ち
出
し
て
い
た
が
、
そ
の
発
動
要
件
は

ー

I

比
較
法
的
検
討
|
|

一
本
稿
の
視
角

二

位

相

1
i弊
害
を
め
ぐ
る
議
論

=
―
位
相
2
|
|
1
関
連
性
を
め
ぐ
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議
論

四
理
論
の
再
構
成

五
理
論
の
具
体
化

本

稿

の

視

角

松
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二
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る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
ち
ら
を
仮
に
「
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
名
づ
け
る
。

『•

ノ‘

（
六
七
七
）

「
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
、
そ
の
閲
覧
が
被
告
人
の
防
禦
の
た
め
特
に
重
要
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
に
よ
り
罪
証
隠
滅
、
証
人
威
迫
等
の
弊

(
2
)
 

害
を
招
来
す
る
お
そ
れ
が
な
く
、
相
当
と
認
め
る
と
き
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
現
の
背
後
に
は
、
被
告
人
の
「
利
益
」
を

諸
々
の
要
因
と
同
一
平
面
上
で
広
く
衡
量
し
て
事
案
毎
に
妥
当
な
開
示
水
準
を
設
定
す
る
、
と
い
う
手
法
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
手

法
を
分
析
概
念
と
し
て
抽
出
し
、
こ
こ
で
仮
に
「
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
名
づ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
の
防
御
権
を
ま
さ

に
「
権
利
」
と
し
て
至
上
に
掲
げ
、
そ
の
帰
結
と
し
て
検
察
官
手
持
資
料
に
つ
き
全
面
開
示
を
原
則
と
す
る
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
想
定
す

前
記
最
高
裁
決
定
以
降
わ
が
国
の
実
務
が
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
定
着
さ
せ
て
き
た
開
示
水
準
の
実
情
は
、
権
利
保
障
ア

プ
ロ
ー
チ
の
帰
結
に
比
べ
る
と
著
し
く
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
判
例
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
不
開
示
を
促
す
主
要
因
は
「
弊
害
の
虞
」
で
あ

る
が
、
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
の
場
合
、
こ
の
「
弊
害
の
虞
」
と
は
ま
ず
は
広
く
観
念
し
た
う
え
で
衡
量
の
過
程
で
削
ぎ
落
と
し
て
ゆ
く

も
の
で
あ
り
、
対
す
る
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
が
「
権
利
」
を
制
約
し
う
る
も
の
と
し
て
最
初
か
ら
狭
く
観
念
す
る
の
に
比
べ
る
と
、
運

用
次
第
で
結
論
不
開
示
に
傾
く
可
能
性
が
高
く
な
る
。
こ
の
点
を
捉
え
て
批
判
す
る
従
来
の
全
面
開
示
説
は
、
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
に

基
づ
く
ス
ト
レ
ー
ト
な
構
成
を
図
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
翻
っ
て
イ
ギ
リ
ス
法
を
参
照
す
る
と
、
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
全
面
開
示
が
導
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
。
衡
量
さ
れ
る
諸
要
因
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
七

0
年
代
半
ば
以
降
具
体
的
な
徹
底
検
証
を
繰
り
返
し
て
き
た
結
果
、
全

面
開
示
は
一
般
に
、
争
点
が
予
め
絞
ら
れ
、
有
罪
答
弁
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
さ
れ
て
、
費
用
・
時
間
の
コ
ス
ト
か
ら
見
て
望
ま
し
い
一
方

で
、
証
拠
隠
滅
や
証
人
威
迫
等
弊
害
の
虞
の
現
実
化
は
杞
憂
で
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
全
面
開
示
を
原
則

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
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改
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応
の
原
則
化
を
見
た
後
、

第
五
四
巻
四
号

へ
の
指
向
が
現
れ
る
。
後
述
三
で
は
、

一
九
九
0
年
代
イ
ギ
リ
ス
の

と
し
、
弊
害
に
対
し
て
は
稀
な
る
例
外
と
し
て
個
別
具
体
的
に
対
処
す
る
と
い
う
現
在
の
形
態
が
贋
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
わ
が
国
の
実
務
が
、
同
じ
く
利
益
衡
星
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
か
に
見
え
な
が
ら
異
な
る
結
論
に
至
っ
た
理
由
は
、
被
告

人
の
利
益
を
他
の
諸
要
因
と
同
一
平
面
上
で
衡
量
す
る
枠
組
で
権
利
性
を
稀
薄
化
し
な
が
ら
、
各
要
因
の
具
体
的
検
証
は
未
だ
イ
ギ
リ
ス

ほ
ど
徹
底
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
イ
ギ
リ
ス
法
が
示
す
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
の
帰

結
は
、
わ
が
国
で
従
来
開
示
制
約
的
に
働
い
て
き
た
弊
害
論
が
、

性
は
な
お
欠
く
抽
象
論
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
点
を
、
指
摘
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
視
角
の
下
に
、
次
の
二
で
は
、

代
イ
ギ
リ
ス
の
、
弊
害
論
の
克
服
・
検
察
官
手
持
資
料
全
面
開
示
原
則
の
確
立
状
況
を
、
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
。

一
九
八

0
年

但
し
、
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
開
示
資
料
が
多
け
れ
ば
訴
訟
効
率
性
は
向
上
す
る
と
い
う
考
え
の
下
に
、
訴
追
側
手
持
資
料
が
全

面
開
示
さ
れ
た
暁
に
は
被
告
人
側
に
も
開
示
を
促
す
可
能
性
を
胚
胎
す
る
。
事
実
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
訴
追
側
手
持
資
料
の
全
面
開
示
が
一

一
九
九
六
年
の

C
r
i
m
i
n
a
l
P
r
o
c
e
d
u
r
e
 a
n
d
 Investigations A
c
t
 
(
以
下
、

C
P
I
A
と
い
う
）

で
、
こ
の
懸

念
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
尤
も
、
被
告
人
側
開
示
に
つ
い
て
は
、
訴
追
側
開
示
と
は
違
っ
て
、
不
必
要
な
資
料
が
多
く
て
訴
訟
が
滞

り
、
訴
訟
効
率
性
は
却
っ
て
低
下
す
る
と
の
見
方
も
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
意
味
で
の
効
率
性
論
理
は
被
告
人
側
開
示
を
所
詮
は

受
容
・
容
認
す
る
限
度
の
論
理
と
し
て
の
域
を
出
な
い
。

C
P
I
A
が
大
幅
な
被
告
人
側
開
示
制
度
の
導
入
に
踏
み
切
っ
た
背
後
に
は
、
よ

り
積
極
的
な
動
機
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
訴
追
側
開
示
の
対
象
と
な
る
関
連
資
料
の
関
連
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
被
告
人
側
の
視
点
を
反

映
さ
せ
る
た
め
の
手
が
か
り
を
被
告
人
側
自
身
に
提
示
さ
せ
る
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
効
率
性
論
理
の
も
う
―
つ
の
側
面
と

、、

し
て
「
必
要
充
分
な
資
料
（
な
い
し
関
連
資
料
）
の
効
率
的
開
示
」

関
法

3
 

一
見
利
益
衡
量
の
形
を
と
り
つ
つ
も
利
益
衡
量
の
真
髄
た
る
べ
き
具
体

ーし

ノ‘

（
六
七
八
）



後
述
四
で
は
、
二
及
び
三
で
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
得
た
知
識
を
基
に
、
更
に
わ
が
国
の
大
正
刑
事
訴
訟
法
と
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ド
イ

ツ
法
の
流
れ
を
も
脱
み
つ
つ
、
証
拠
開
示
の
理
論
化
を
試
み
る
。
最
後
に
五
で
、
わ
が
国
の
法
規
定
の
具
体
的
形
態
を
、
二

0
0
四
年
新

イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
八

0
年
代
に
、

示
す
る
体
制
を
整
え
た
（
図
表
1
参
照
）
。
そ
の
推
進
力
と
な
っ
た
の
は
、
既
に
一
九
七
0
年
代
半
ば
に

J
a
m
e
s
委
員
会
が
掲
げ
て
い
た

(
3
)
 

と
で
あ
る
。

二
点
、
す
な
わ
ち
司
法
の
公
正
性

(fairness)

一
九
七
五
年
に

J
a
m
e
s
委
員
会
は
、

告
を
纏
め
た
。
そ
の
際
、
開
示
に
伴
う
弊
害
の
虞
に
関
し
て
、
古
い
伝
統
を
持
つ
公
判
付
託
手
続
が
従
来
（
副
次
的
に
と
は
い
え
）
証
拠

開
示
機
能
を
営
ん
で
き
た
な
か
で
、
実
際
に
弊
害
の
生
じ
る
事
態
を
稀
に
し
か
経
験
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
、

た。

J
a
m
e
s
委
員
会
は
、
こ
の
稀
な
る
事
態
を
不
開
示
の
根
拠
と
し
て
一
般
化
す
る
の
は
不
合
理

(illogical)

の
生
じ
る
例
外
的
事
態
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
が
訴
追
側
の
請
求
に
応
じ
て
不
開
示
を
許
容
す
る
余
地
を
例
外
的
に
残
し
て
お
け
ば
足
り

る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
開
ホ
の
必
要
が
示
さ
れ
て
は
じ
め
て
開
示
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
不
開
示
の
必
要
が
示
さ
れ
て
は
じ
め
て

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

ー

位
相

1
ー
_
弊
害
を
め
ぐ
る
議
論

設
規
定
を
中
心
に
吟
味
す
る
。

4
 

関
連
性
論
に
焦
点
を
当
て
る
。

と
効
率
性

(efficiency)

.__L. 

ノ‘

（
六
七
九
）

い
さ
さ
か
不
統
一
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
み
る
と
訴
追
側
手
持
資
料
を
事
実
上
ほ
ぼ
全
面
的
に
開

と
り
わ
け
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に
配
慮
し
つ
つ
、
証
拠
開
示
の
効
果
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
報

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

で
あ
る
と
断
じ
、
弊
害



〈図表 1 1980年代イギリスの概況〉

訴追側の使用する資料の開示

常に正式起訴によるべき事件 正式起訴により審理される事件
------------------------------

選択的審理形態事件
--------------------------
Magistrates'Courts 

(Advance Information) 

Rules 1985による開示

常に略式起訴によるべき事件

公判付託手続による開示

関
法

略式起訴により審理される事件
------------------------------

第
五
四
巻
四
号

開示慣行

訴追側の使用しない資料の開示

常に正式起訴によるべき事件

［選択的審理形態事件

決
定
手
続

審
理
形
態

>

正式起訴により審理される事件
------------------------------
Attorney-General's Guidelinesに

よる開示 コモンローによる開示

略式起訴により審理される事件
--------------------・ —·---------

常に略式起訴によるべき事件
コモンローによる開示

（刑事手続の流れ）

は

A
t
t
o
r
n
e
y
,
 
G
e
n
e
r
a
l
'
s
 G
u
i
d
e
l
i
n
e
s
 
(
以
下
、

九
八
一
年
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
）
が
弊
害
の
現
実

(
4
)
 

化
防
止
の
具
体
策
を
詳
細
に
亙
っ
て
提
示
す
る
。
例

提
言
内
容
を
支
持
し
た
。
更
に
一
九
八
一
年
暮
れ
に

関
す
る
王
立
委
員
会
報
告
書
が

J
a
m
e
s
委
員
会
の

ゆ
き
、
並
行
し
て
一
九
八
一
年
に
は
、
刑
事
手
続
に

の
提
言
内
容
の
妥
当
性
が
実
態
と
し
て
確
認
さ
れ
て

上
の
開
示
の
経
験
が
重
ね
ら
れ
て

J
a
m
e
s
委
員
会

r
e
v
i
e
w
と
呼
ば
れ
る
非
公
式
の
場
に
お
け
る
事
実

そ
の
後
、

一
九
八

0
年
代
に
か
け
て
、

p
r
e
,
 
trial 

て
い
る
。

交
付
す
る
と
い
っ
た
、
具
体
的
対
案
を
種
々
提
示
し

の
署
名
を
得
た
も
の
や
供
述
書
の
要
旨
を
代
わ
り
に

削
除
再
編
し
た
修
正
供
述
書
に
あ
ら
た
め
て
供
述
者

そ
の
う
え
で
、
供
述
書
を
不
開
示
と
す
る
場
合
に
も
、

と
の
逆
転
を
図
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
開
が
と
す
る
と
い
う
形
で
、
従
来
の
原
則
と
例
外

六
四

（
六
八

0
)



展
さ
せ
、

し
か
し
コ
モ
ン
ロ
ー
は
、

2
 

六
五

（
六
八
一
）

え
ば
、
供
述
者
の
住
所
や
身
許
が
開
示
さ
れ
る
と
威
迫
・
誘
導
な
ど
の
弊
害
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
に
は
供
述
者
の
住
所
を
職
場
の
も
の
と

す
る
、
或
は
、
問
題
箇
所
を
削
除
し
た
修
正
供
述
書
を
交
付
す
る
、
な
ど
で
あ
る
。
更
に
政
府
は
、
地
域
を
限
定
し
て
開
示
の
試
験
的
実

施
に
踏
み
切
っ
た
。
特
に
一
九
八
三
年
か
ら
一
年
間
実
施
さ
れ
た

E
a
s
t
L
o
n
d
o
n
計
画
は
、
証
人
供
述
書
の
開
示
を
実
施
し
た
点
で
注

(
5
)
 

目
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
司
法
の
公
正
性
に
つ
い
て
は
向
上
し
た
と
思
わ
れ
る
と
い
う
抽
象
的
回
答
を
集
計
し
て
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
も
の
の
、
訴
訟
効
率
性
に
つ
い
て
は
、
争
わ
れ
る
事
件
数
の
減
少
な
ど
に
よ
り
時
間
的
・
金
銭
的
コ
ス
ト
が
抑
え
ら
れ
、
他
方
、

証
人
威
迫
等
の
弊
害
の
報
告
は
な
い
こ
と
が
具
体
的
に
現
れ
た
。
こ
れ
が
、

f
o
r
m
a
t
i
o
n
)
 R
u
l
e
s
に
よ
る
開
示
保
障
の
成
立
に
直
結
す
る
。

一
九
八
五
年
の

M
a
g
i
s
t
r
a
t
e
s
'
C
o
u
r
t
s
(
A
d
v
a
n
c
e
 
In ,
 

こ
う
し
て
開
示
を
原
則
と
す
る
こ
と
の
妥
当
性
が
実
証
的
に
示
さ
れ
て
く
る
と
、
残
さ
れ
た
問
題
は
、
今
や
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
た
弊
害
の
虞
が
現
実
化
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
、
現
実
の
運
用
に
耐
え
得
る
不
開
示
判
断
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

国
家
の
安
寧
に
関
わ
る
事
項
・
情
報
提
供
者
の
身
許
・
捜
査
上
の
秘
密
な
ど
に
配
慮
し
て
当
該
資
料
が
開
示
に
適
す
る
か
ど
う
か
を
判

断
す
る
者
は
、
も
と
も
と
は
訴
追
側
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
八
一
年
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
「
供
述
が
何
ら
か
の
点
で
取
扱
に
慎
重
を
要
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
性
質
を
持
ち
、
そ
の
開
示
が
公
益
に
反
す
る
場
合
に
は
、
訴
追
側
は
裁
量
に
よ
り
開
示
を
拒
否
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る

（

く

）

）

。

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

(para. 6
 

一
九
八

0
年
代
に
公
益
を
理
由
と
す
る
開
示
免
除

(public
interest i
m
m
u
n
i
t
y
)

と
い
う
原
理
を
急
速
発

(
6
)

ヽ

ヽ

‘

一
九
九
二
年
の

W
a
r
d
判
決
で
こ
の
開
示
免
除
の
判
断
は
必
ず
裁
判
所
の
利
益
衡
量
に
委
ね
る
と
い
う
ル
ー
ル
を
確
立
す
る
。

な
お
、
こ
の
利
益
衡
量
に
お
い
て
は
、
仮
に
訴
追
側
の
不
開
示
請
求
が
し
か
る
べ
き
理
由
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
資
料
が
被



在
、
裁
判
所
が
開
示
を
命
じ
な
い
限
り
一
覧
表
自
体
を
含
め
て
被
告
人
側
へ
の
開
示
保
障
は
さ
れ
て
い
な
い

tice, p
a
r
a
.
 2
.
1
)
 

に
つ
い
て
は
、
他
の
資
料
と
は
別
途
に
専
用
の
一
覧
表
が
作
ら
れ
て
訴
追
官
へ
渡
さ
れ
る
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
現

且
し
、
1
 
「
開
示
官
が

覧
表

(
M
G
6
C
)

（
捜
査
監
督
官
と
協
議
の
後
）
公
益
に
お
い
て
開
示
す
べ
き
で
な
い
と
信
じ
る
資
料
」

の
実
例
と
し
て
図
表
3
参
照
）
。

資
料
は
全
て
、
開
示
官

(
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
officer) 

3
 

ロ
ー
上
僅
か
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
た
。

）」

．
 

(
o
p
e
n
 Justice 

い
る
。

関
法

第
五
四
巻
四
号

に
つ
い
て
は
内
容
を
も
開
ホ
す
る

（
こ
ち
ら
の
一
覧
表

（
な
お
、
開
示
官
の
手
に
な
る
こ
の

（
図
表
2
参
照
）
。

告
人
の
無
実
を
立
証
す
る
可
能
性
な
い
し
誤
判
を
回
避
す
る
可
能
性
を
持
つ
場
合
に
は
、
必
ず
開
示
の
利
益
が
優
越
す
る
こ
と
に
な
っ
て

更
に
、
こ
の
判
断
手
続
に
は
通
常
、
被
告
人
側
も
関
与
す
る
。
被
告
人
側
は
、
資
料
が
不
開
示
請
求
さ
れ
て
も
、
少
な
く
と
も
当
該
資

料
の
存
在
と
種
類
と
は
告
知
さ
れ
、
更
に
意
見
を
陳
述
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
被
告
人
側
の
関
与
は
「
開
か
れ
た
司
法

の
理
念
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ご
く
例
外
的
に
こ
の
関
与
を
制
限
す
る
余
地
も
、

訴
追
側
の
使
用
し
な
い
資
料
に
つ
き
、
以
上
の
よ
う
な
コ
モ
ン
ロ
ー
の
到
達
点
を
受
け
て
、

C
P
I
A
は
成
立
し
た

と
呼
ば
れ
る
警
察
の
専
門
係
の
作
成
し
た
一
覧
表
に
よ
り
少
な
く
と
も
そ
の
存
在
と
種

類
と
は
全
て
開
示
さ
れ
る
の
が
原
則
で
、
更
に
「
訴
追
側
主
張
事
実
を
崩
す
と
訴
追
官
が
思
料
す
る
資
料

(
a
n
y
p
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
 m
a
t
e
r
i
a
l
 

w
h
i
c
h
 in t
h
e
 p
r
o
s
e
c
u
t
o
r
'
s
 o
p
i
n
i
o
n
 m
i
g
h
t
 u
n
d
e
r
m
i
n
e
 t
h
e
 c
a
s
e
 f
o
r
 t
h
e
 p
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
 a
g
a
i
n
s
t
 t
h
e
 a
c
c
u
s
e
d
)
」

び
「
被
告
人
の
抗
弁
に
資
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
期
待
さ
れ
う
る
資
料

(
a
n
y
p
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
 m
a
t
e
r
i
a
l
 w
h
i
c
h
 m
i
g
h
t
 b
e
 r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
 

e
x
p
e
c
t
e
d
 to assist t
h
e
 a
c
c
u
s
e
d
'
s
 d
e
f
e
n
c
e
)
」

(s. 
7
 (
2

)

)

 

六
六

(
C
P
I
A
 C
o
d
e
 o
f
 P
r
a
c
 ,
 

（
六
八
二
）

(s. 
3
 (
1

)

)

及

コ
モ
ン



〈図表2

訴追側の使用しない資料の開示

Criminal Procedure and Investigations Act 1996〉

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

（刑事手続の流れ）

|璽：全事件に適用 ロ：争いある事件にの/三伍〕

け
て
絞
り
込
ん
だ
後
、
手
続
問
題
へ
と
還
元
し
て
全
面
開
示
を
現
実
に
定
着
さ
せ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
基
盤
は
、
形
式
的
当
事
者
主
義
を
維
持
し
た
ま
ま
で
の

利
益
衡
最
論
で
あ
る
が
、
時
に

natural
justice
或
は

fairness
と
も
評
さ
れ
る

の
手
法
は
、
抽
象
性
を
削
ぎ
落
と
し
て

六
七

（
六
八
三
）

「
弊
害
の
虞
の
現
実
化
は
例
外
」
と
位
置
づ

以
上
、

4
 

(
M
G
6
D
)
 

が
あ
り
、

の
実
例
と
し
て
図
表
4
参
照
）
。
弊
害
存
否
の
判
断
手
続
に
つ
い
て
は
、

一
九
九
七
年
の

C
r
o
w
n
C
o
u
r
t
 R
u
l
e
s
と
M
a
g
i
s
t
r
a
t
e
s
'
C
o
u
r
t
s
R
u
l
e
s
と
が
規

定
し
て
い
る
が
、

ル
ー
ル
内
容
は
既
に
コ
モ
ン
ロ
ー
が
確
立
し
た
手
続
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
側
の
関
与
制
限
の
取
扱
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
被
告
人
側
を
こ
の
よ
う
に
判
断
手
続
か
ら
排
斥
す
る
余
地
を
残
し
た
こ
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
六
条
に
お
け
る

fair
trial
の
要
請
（
そ
の

と
り
わ
け
一
九
九
八
年
の

H
u
m
a
n
R
i
g
h
t
s
 A
c
t
の
成
立
に
よ
り
こ
の

条
約
が
イ
ギ
リ
ス
国
内
法
へ
と
取
り
込
ま
れ
た
結
果
、
批
判
が
よ
り
強
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
実
際
、
二

0
0
0
年
の
実
態
調
査
を
み
て
も
、
こ
の
よ
う
に
被
告
人
側
を
完

(
7
)
 

全
排
斥
す
る
手
続
は
、
殆
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。

一
九
八
0
年
代
を
中
心
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
指
向
さ
れ
た
弊
害
論
克
服

一
内
容
と
し
て
の
武
器
対
等
〔
equality
of a
r
m
s
〕
原
理
）

に
対
し
て
は
、

に
反
す
る
と
の
批
判
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FOR CPS USE: 
* Enter: D = Disclose to defence 

I = Defence may inspect 
CND = Clearly not disclo幽bleI COMMENT 
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〈図表3 イギリスの通常資料一覧表 (MG6C)《記載例》〉

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

1. RESTRIC n:n 1 

POLICE SCHEDULE OF NON-S 

R v .P.4! 陀程盛......珊...........................................…............................................................. 阜．．．．．．．．．

Is there any material in this case which has not been examined by either the investigating or d 

The Disclosure Officer believes that the following material, which does not form part of the prosecution 

Item 

No. 

DESCRIPTION AND RELEVANCE 

(Give sufficient detail for CPS to decide if material should be disclosed or requires more detailed exai 

2
 

3
 

4

5

 

6

7

 

六
九 8

 

（
六
八
五
）

999 tape of call (rime/date) from Gibbs recording that he saw two men climbing out of window at rea 

'Computer Store'. Both seen to be canying laptops. One of 1hem dropped a laptop, bo1h ran towards 1 

at rear of store. First description given as follows (set out ch泣 :riptionin fall from tape). Gtbbs says hi 

20 feet from suspects, with clear uninterrupted view. 

Printed copy of incident report (CAD) no. 3845/01 (time/date). Records detat1s of witness Gibbs, his 

verbatim record of suspects'f涵tdescriptions, Police Officers and SOCO attendance at scene and sea 

fingerprints. 

Pocket notebook entries of PC 568 Hall. Details the arrest of Dawkins and H血 nand searches of th1 

叫由essesat 17 Kohat枷 d(ti加 ?/date),seizure of a notebook (WBl), and at Flat 4A, 38 Kingsley R1 

(time/date), seizure of 2 laptop computers (WB2 and WB3), details of interviews with Hurren and Da 

Anytown Police Station. 

Search Record (timeA血te),Flat 4A, 38 Kingsley Road, de紐ilingpower to search (s32), persons prese 

(DS Bilks, PC Hall) property seized -laptop computer (WB2 & WB3). 

Crime Report -CR66745/0l -contains details of Gibbs and his account and descriptions as given on 

which are consistent; log of enquiries of DS Bilks; attendance and釦 tionsof SOCO; details of shop c 

property stolen, 3 laptops; details of Daw-kins and Humm; other potential witness -Mrs Deal; Hurren 

charged due to insufficient evidence -not identified by Gibbs; Dawkins identified皿 dcharged.

Statement of Gibbs (date) in which he states he was皿血eto identify either of the two men whom h, 

climbing out of the window of'Computer Store'on (i血te).Suspect Hurren took part in an ID proced1 

Identification booklet relating to Hurren, containing record of descriptio皿 ofsuspect and a summary 

witness saw. 

Result sheet ftom fingerprint bureau -mark AB/ l identification; AB/2 insufficient to establish identit 

sufficient to exclude identity. 

Signature: WBilksDS Name: Warren Bilks D.S. 

Date: (Date of completion) 

2003(1) 
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CPS views 
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nises used for 
1risals if 

of public who 
) bservation point 

s. 

1ant and expose 
ercussions. 

This side of the form is completed by the CPS. The 
defence DO NOT get a copy of this form. 

If there is material that would have been liable to 
disclosure (i.e. unused material that might 
undermine the prosecution/assist the defence) then 
the CPS and the Police will decide whether to make 
a Public Interest Immunity application to the Court 
to withhold the material and not disclose it. 

Sufficient detail should be given to enable the 
prosecutor to decide if the material needs to be 
viewed. The description should make the MG6D 
sensitive in itself. 

D.S. 
Reviewing lawyer signature: 

Print name: 

Date: 

T...................x.......x...............................L 

関
法

第
五
四
巻
四
号

七
〇

（
六
八
六
）

典拠：図表 3に同じ。



〈図表 4 イギリスの要慎重資料一覧表 (MG6D)〈記載例》〉

証
拠
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理
論
と
二
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0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

七

（
六
八
七
）

i....x......................x.x.x.x...x........ 
.•. 
L
 

□心 ~ouc~心閻靡ば
*delete~ 

POLICE SCHEDULE OF 

Rv DAWKINS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

The Disclosure Officer believes that the following material, which does not form part of the prose 

*Tick 

Item 
No. 

Description Reason for sensit 

2
 

3
 

4
 

Copy of criminal intelligence report on 
Dawkins-entry number (dated) detailing 
infonnation from a member of public 
(name) that Dawkins was responsible for 
burglary. 

Superintendent Etti's authority for 
conducting directed surveiUance on 
Hurren's home address. 

Surveillance log (Form ...) for Flat 4A, 38 
Kingsley Road —home address of Hurren. 

Information from Police registered 
informant naming potential suspects as 
Hurren and Dawkins and giving details of 
their movements on night of burglary. 

Infonnation given in confide1 
of public, and due to liis kno1 
Dawkins he does not want to 

Would reveal location of pret 
surveillance. Owners fear rep 
identified. 

Contains address of member 
allowed house to be used as c 

and is fearful of repercussion 

Would reveal name of infom 
him/her to serious risk of rep 

Signature: 

Date: 

WBilぬDS Name: Warren Bilks, 

(Date of completion) 

2003 (1) 



ら
、
背
景
に
は

利
益
衡
量
の
帰
結
は
、
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
の
目
指
す
も
の
と
重
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

検
察
官
手
持
の
関
連
資
料
が
全
て
開
ホ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
し
か
し
、
問
題
は
実
は
終
わ
ら
な
い
。
と
り
わ
け
訴
追
側
の
使
用

し
な
い
資
料
に
つ
い
て
は
、
弊
害
論
を
乗
り
越
え
て
も
、
真
の
全
面
開
示
達
成
の
前
に
ま
だ
関
連
性
不
明
の
証
拠
を
漁
ら
れ
る
こ
と
へ
の

抵
抗
と
い
う
別
の
ハ
ー
ド
ル
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ハ
ー
ド
ル
の
前
提
は
「
他
人
の
も
の
を
漁
る
」
こ
と
で
あ
る
か

一
九
八

0
年
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
関
連
資
料
の
全
面
開
示
の
原
則
成
立
後
を
更
に
追
う
と
、
次
の
段
階
と
し
て
一
九
九

0
年
代
に
こ

、

、

、

、

、

の
関
連
資
料
開
示
に
お
け
る
関
連
性
判
断
権
者
の
間
題
が
明
確
に
現
わ
れ
て
く
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
、
訴
追
側
手
持
の
関
連
資
料
の
「
関
連
性
」
の
判
断
権
者
は
、
当
初
は
専
ら
訴
追
側
で
あ
っ
た
。

ラ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る

と
に
対
す
る
疑
問
は
、
漸
<
-
九
九

0
年
代
に
な
っ
て
発
現
し
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
け
る
展
開
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
一
九
八
九
年

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

末
の

S
a
u
n
d
e
r
s
判
決
が
、
事
件
と
の
「
関
連
性
」
を
被
告
人
側
も
判
断
し
う
る
よ
う
、
当
該
事
件
の
捜
査
中
に
収
集
さ
れ
た
全
資
料
の

、
、
、

存
在
を
被
告
人
側
に
告
知
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
同
時
に
、
「
事
件
と
の
関
連
性
」
に
「
関
連
す
る
可
能
性
」
を
加
え
た
も
の
を
内
容
開

(
8
)
 

示
の
対
象
と
し
た
。
「
関
連
性
」
と
は
訴
追
側
主
張
事
実
に
よ
り
生
じ
る
論
点
と
の
関
連
性
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
意
味

に
お
い
て
そ
も
そ
も
訴
追
側
の
専
断
的
な
判
断
に
服
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
所
謂
ギ
ネ
ス
・
ル
ー
リ
ン
グ

関
法

（
形
式
的
）
当
事
者
主
義
に
基
づ
く
ワ
ー
ク
プ
ロ
ダ
ク
ト
法
理
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
。

ー

第
五
四
巻
四
号

位
相
2

|

|
関
連
性
を
め
ぐ
る
議
論

．
 

(
G
u
m
n
e
s
s
 

一
九
八
一
年
ガ
イ
ド

(para. 2
)

。
「
関
連
性
」
判
断
が
訴
追
側
の
描
く
事
件
像
に
拘
束
さ
れ
る
こ

七

（
六
八
八
）



側
の
視
点
を
い
か
に
し
て
反
映
さ
せ
る
か
」
と
い
う
観
点
へ
の
着
目
が
、

七

（
六
八
九
）

の
登
場
で
あ
る
。
相
前
後
し
て
こ
の
時
期
の
判
例
は
、
「
関
連
性
」
に
つ
い
て
、
被
告
人
側
の
抗
弁
に
よ
り
生
じ
る
で
あ
ろ
う

潜
在
的
論
点
と
の
関
連
性
を
も
射
程
に
入
れ
る
必
要
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
ゆ
く
。
証
拠
開
示
問
題
に
お
い
て
「
関
連
性
判
断
に
被
告
人

、
、
、
、
、
、
、
、
、

C
P
I
A

の
下
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
訴
追
側
は
第
一
次
開
示
と
し
て
「
訴
追
側
主
張
事
実
を
崩
す
と
訴
追
側
が
思
料
す
る
資
料
」

(s. 
3
 (
1

)

)

を
、
第
二
次
開
示
と
し
て

に
そ
の
他
の
資
料
に
つ
い
て
の
存
在
を
示
す
一
覧
表
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
も
「
関
連
性
」

「
被
告
人
側
の
抗
弁
に
資
す
る
と
合
理
的
に
期
待
さ
れ
う
る
資
料
」

(s.
7
 (
2

)

)

を
開
示
し
、
更

の
判
断
権
者
は
、
基
本
的
に
訴
追
官
で
あ
る
。
尤
も
、
「
訴
追
側
主
張
事
実
を
『
崩
す

(
u
n
d
e
r
m
i
n
e
)
』
」
と

い
う
表
現
は
や
や
曖
昧
で
、
文
言
だ
け
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
訴
追
側
証
人
の
信
用
性
を
「
崩
す
」
と
い
う
具
合
に
特
定
局
面
に
限
る
狭

い
解
釈
か
ら
、
抗
弁
に
資
す
る
可
能
性
の
あ
る
資
料
な
ら
ば
全
て
必
然
的
に
訴
追
側
を
「
崩
す
」
と
す
る
、
ま
さ
に
「
関
連
性
•
関
連
可

能
性
」
類
似
の
広
い
解
釈
ま
で
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
コ
モ
ン
ロ
ー
の
展
開
過
程
に
鑑
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
は
、

こ
の
第
一
次
開
示
の
対
象
を
従
来
の
「
関
連
性
」
と
ほ
ぼ
同
義
に
広
く
解
す
る
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
て
き
た
。
（
実
際
、
そ
の
後
C
r
i
m
i
-

、
、
、

n
a
l
 Justice A
c
t
 2
0
0
3

に
よ
る
改
正
を
経
て
、
現
在
こ
の
第
一
次
開
不
の
文
言
は
「
訴
追
側
主
張
事
実
を
崩
す
こ
と
が
で
き
る
或
は
被

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

告
人
側
主
張
事
実
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
合
理
的
に
み
な
さ
れ
う
る
資
料

(
a
n
y
p
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
 m
a
t
e
r
i
a
l
 w
h
i
c
h
 m
i
g
h
t
 r
e
a
 ,
 

s
o
n
a
b
l
y
 b
e
 c
o
n
s
i
d
e
r
d
 c
a
p
a
b
l
e
 o
f
 u
n
d
e
r
m
i
n
i
n
g
 t
h
e
 c
a
s
e
 f
o
r t
h
e
 p
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
 o
r
 o
f
 assisting t
h
e
 case f
o
r
 t
h
e
 a
c
c
u
s
e
d
)
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

へ
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
）
そ
れ
よ
り
も
、

C
P
I
A

の
際
立
っ
た
特
徴
は
、
こ
の
第
一
次
開
示
を
受
け
て
被
告
人
側
の
抗
弁
開
示
が
為
さ

証
拠
開
巫
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

R
u
l
i
n
g
)
 

2
 

一
九
九
0
年
代
イ
ギ
リ
ス
法
の
指
向
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る



第
五
四
巻
四
号

関
法

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

れ
た
場
合
に
、
更
に
訴
追
側
第
二
次
開
示
を
付
加
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
被
告
人
側
抗
弁
開
示
制
度
を
新
た
に
導
入
し
、
そ
の
抗
弁
に
照

、
、
、

ら
し
て
訴
追
官
が
第
一
次
開
示
の
際
の
「
関
連
性
」
判
断
を
修
正
・
拡
大
す
る
余
地
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

加
え
て

C
P
I
A
は
、
第
二
次
開
示
を
経
て
も
な
お
訴
追
官
が
適
切
な
「
関
連
性
」
判
断
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
備
え
て
、
被
告
人

側
か
ら
一
覧
表
を
手
が
か
り
と
し
て
裁
判
所
に
対
し
て
開
示
命
令
を
請
求
す
る
途
も
開
い
て
い
る

よ
う
と
す
れ
ば
、
被
告
人
側
は
、
前
提
と
し
て
抗
弁
開
示
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
う
え
、
不
開
示
資
料
が
「
存
在
す
る
と
確
信
す

(believe)
」
合
理
的
理
由
を
挙
げ
る
負
担
を
負
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い

(s. 
8
 (
2

)

)

。

、
、
、

こ
の
よ
う
な
抗
弁
開
示
や
一
覧
表
指
定
時
の
疎
明
負
担
は
、
被
告
人
側
か
ら
の
濫
請
求
を
防
ぎ
、
必
要
に
し
て
充
分
な
資
料
を
効
率
的

に
開
不
さ
せ
る
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
負
担
を
被
告
人
側
に
甘
受
さ
せ
る
状
況
に
対
し
て
は
、

C
P
I
A
施
行
直
後
か
ら
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
も
疑
問
が
提

起
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
被
告
人
側
の
負
担
は
、
効
率
性
論
や
形
式
的
当
事
者
主
義
と
の
関
係
で
は
葛
藤
を
生
じ
な
い
と
し
て
も
、
被
告

人
側
の
提
出
す
る
抗
弁
を
受
け
て
関
連
性
判
断
を
修
正
し
た
第
二
次
開
示
を
行
う
こ
と
の
意
味
は
、
所
謂
ア
ナ
ザ
ー
・
ス
ト
ー
リ
ー
を
披

泄
で
き
な
い
被
告
人
、
抗
弁
を
構
成
・
提
出
で
き
な
い
被
告
人
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
抗
弁
構
成
の
た
め
に
重
要
な
、
基
礎
資
料
へ
の

ア
ク
セ
ス
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
制
度
は
一
見
被
告
人
側
に
利
す
る
よ
う
で
、
と
り
わ
け
無
実
の

被
告
人
に
対
し
て
最
も
不
利
に
働
き
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
実
務
統
計
を
見
る
と
、
被
告
人
側
の
開
示
義

務
が
充
た
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
訴
追
側
第
二
次
開
示
規
準
に
該
ら
な
い
資
料
で
あ
っ
て
も
、
通
常
は
、
訴
追
側
は
開
示
請
求
に
応
じ
て

(
9
)
 

お
り
、
裁
判
所
も
そ
れ
を
是
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
図
表
5
の
統
計
に
よ
れ
ば
、

C
P
I
A
体
制
の
下
で
こ
れ
だ
け
多
数
の
被

る

3
 

一
九
九
六
年

C
P
I
A
立
法
時
の
説
明
で
あ
っ
た
。

(s. 
8
)

。
尤
も
、
こ
の
ル
ー
ト
を
用
い

七
四

（
六
九
0
)



〈図表5 本来開示すべき訴追側手持資料の不開示率〉
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How often is non-sensitive unused prosecution 

material wrongly withhold from the defence ? 
璽璽 Often

にコ Sometimes

~Rarely 

D f e ence sohc1tors Barristers Judges 

典拠： J. Plotnikoff & R. W oolfson,'A Fair Balance'? 恥 aluationof the Operation of 

Disclosure Law (2001), p. 73 Figure 14. 

掲
・
図
表
3
を
再
度
参
照
）
。

七
五

（
六
九
一
）

こ
の
部
分
の
手
続
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る

（前

る。
告
人
側
ソ
リ
シ
タ
、

バ
リ
ス
タ
、
そ
し
て
裁
判
官
が
、
本
来
開
示
さ
れ
る
べ
き
訴
追
側

資
料
が
「
し
ば
し
ば
」
或
は
「
時
折
」
被
告
人
側
に
対
し
て
留
保
さ
れ
て
い
る
と
答
え

訴
追
側
の
視
点
に
よ
る
拘
束
を
回
避
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
を
重
ね
る
な
か

で
、
手
続
的
焦
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
前
述
•
開
示
官
に
よ
る

一
覧
表
作
成
手
続
で
あ
る
。
追
加
開
示
請
求
す
る
手
が
か
り
が
こ
の
一
覧
表
で
あ
る
以

上
、
捜
査
資
料
存
在
の
記
載
洩
れ
の
な
い
こ
と
は
当
然
、
記
載
態
様
次
第
で
、
開
示
範

囲
の
縮
小
或
は
「
要
慎
重
資
料
一
覧
表
(
M
G
6
D
)
」

の
方
へ
の
過
度
の
振
り
分
け
と

い
う
事
態
を
も
招
く
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
詳
細
な
情
報
を
提
供
す
る
形
態
の
一
覧
表

で
あ
れ
ば
、
資
料
指
定
に
あ
た
っ
て
の
負
担
を
事
実
上
か
な
り
軽
減
す
る
こ
と
も
で
き

一
九
九
七
年
に

C
P
I
A
C
o
d
e
 o
f
 P
r
a
c
t
i
c
e
が
「
（
記
載
は
）
当
該
資
料
を
閲
覧

す
る
こ
と
が
必
要
か
否
か
を
判
断
す
る
に
足
り
る
ほ
ど
に
詳
細
に
亙
る
べ
き
で
あ
る
」

(
p
a
r
a
.
 6
.
9
)
 

と
規
定
し
て
以
降
、

そ
し
て
更
に
二

0
0
0
年
に
は
、
訴
追
側
開
示
に
あ
た
り
、
関
連
性
が
自
動
的
に
認

め
ら
れ
る
資
料
類
型
を
設
定
し
て
確
実
に
開
示
対
象
に
取
り
込
む
「
み
な
し
関
連
」
運

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

限
れ
ば
、
こ
の

「
し
ば
し
ば
」

の
数
値
は
更
に
七
二
％
ま
で
跳
ね
上
が
る
）
。

て
い
る

（
ち
な
み
に
、
こ
の
図
表
5
の

「
バ
リ
ス
タ
」
を
「
被
告
人
側
バ
リ
ス
タ
」
に



〈図表 6 crime report及び messagelogの送付率・開示率〉

①
 

CPS Inspectorate統計： 2000年 3月報告書刊

crime report message log 

MG6Cへの記載率（存在告知率） 476/587 (81.1 %) 386/550 (70. 2 %) 

警察から訴追官への送付率 187 /587 (31. 2 %) 159/550 (28.9%) 

（うち訴追官の請求による追加送付） (33/183) (39/159) 

送付を受けた訴追官における開示率 91/183 (49.7%) 82/159 (51. 6 %) 

内訳 ① 第一次開示時 45f牛 (24.6%) 35イ牛 (22.0%) 

② 第二次開示時 34f牛 (18.6 %) 32イ牛 (20.1 %) 

③ CPIA適用前 2件 (1.1 %) 0件 (0%) 

④ 時期不詳 10件 (5. 5%) 15件 (9.4%) 

（全訴追官における開示率） (16%) (15%) 

関
法

第
五
四
巻
四
号

②
 

PlotnikoffニWoolfson統計： 2000年調査実施 ・2001年末報告書刊

crime report message log 

警察から訴追官への送付率 48% 48% 

送付を受けた訴追官における第一次開示率 38% 42% 

（全訴追官における第一次開示率） (18%) (20%) 

典拠：① CPS Inspectorate, Report on the Thematic Revieてvof Disclosure of Unused Mate-
ria4 Thematic Report (2000), paras. 4. 59-4. 67, Annex C (p. 93). 
② 図表5と同文献60-61頁。

本図表は，①②両統計の結果を比較対照可能な形で再構成したものである。

決
し
て
ゆ
く
、
ま
さ
に
ユ
ー
テ
ィ
リ
タ
リ
ア
ニ
ズ

象
論
議
を
手
続
間
題
へ
と
還
元
し
て
実
証
的
に
解

関
連
性
論
に
お
い
て
も
弊
害
論
と
同
じ
く
、
抽

4
 

で
あ
る
。

参
照
）
。
こ
の
実
務
は
、
現
在
更
に
発
展
拡
大
中

m
e
s
s
a
g
e
 l
o
g

の
開
示
状
況
に
つ
い
て
は
図
表
6

用
性
を
期
待
さ
れ
て
い
る

(
c
r
i
m
e
 r
e
p
o
r
t
と

警
察
官
帳
簿
、
現
場
捜
査
官
記
録
等
が
、
そ
の
有

告
と
警
察
対
応
に
関
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
履
歴
）
、

（
事
件
報

な
補
助
資
料
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、

c
r
i
m
e
r
e
 ,
 

相
前
後
し
て
実
務
上
編
み
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

巫
請
求
を
適
確
に
絞
り
込
ま
せ
る
と
い
う
手
法
が
、

だ
け
で
な
く
、

も
予
め
開
不
す
る
こ
と
で
、

一
覧
表
そ
の
も
の

資
料
指
定
に
役
立
つ
補
助
資
料
を

、
、
、
、
、
、
、

被
告
人
側
自
身
に
開

p
o
r
t
 
(
捜
査
報
告
書
）
、

m
e
s
s
a
g
e
l
o
g
 

七
六(10) 

用
が
、
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、

（
六
九
二
）



公
訴
提
起
と
同
時
に
、

(11) 

い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
き
る
限
り
避
け
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

七
七

（
六
九
三
）

―
つ
の
特
徴
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
陸
の
訴
訟
法
で
は
、

ム
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
根
ざ
す
イ
ギ
リ
ス
の
特
徴
的
手
法
が
窺
わ
れ
る
と
も
に
、
訴
訟
効
率
性
論
を
否
定
せ
ず
、
形
式
的
当
事
者
主

義
を
実
質
化
す
る
で
も
な
く
、
し
か
し
結
果
、
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
の
帰
結
と
極
め
て
近
い
も
の
が
齋
さ
れ
る
様
が
見
受
け
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
証
拠
開
示
問
題
は
弊
害
論
と
関
連
性
論
と
の
二
層
の
存
在
構
造
を
と
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
中
で
ま
ず
、
弊

害
論
は
全
面
開
示
原
則
の
樹
立
を
と
ど
め
る
ほ
ど
の
強
さ
を
持
ち
う
る
論
理
で
は
な
い
と
い
う
結
論
が
、
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の

み
な
ら
ず
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
も
導
か
れ
る
。
そ
し
て
弊
害
論
が
克
服
さ
れ
た
と
き
に
次
に
炎
り
出
さ
れ
て
く
る
関
連
性
論
に
つ

い
て
は
、
事
件
と
の
関
連
性
は
本
来
裁
判
が
終
わ
っ
て
初
め
て
画
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
検
察
官
の
描
く
事
件
像
に
よ
る
制
約
は

証
拠
開
ホ
問
題
の
発
生
は
当
事
者
主
義
構
造
に
固
有
で
あ
る
、
而
し
て
わ
が
国
で
も
職
権
主
義
か
ら
当
事
者
主
義
へ
の
転
換
に
伴
っ
て

生
じ
た
、
と
通
常
は
説
明
さ
れ
る
。
平
野
龍
一
先
生
の
手
に
な
る
古
典
的
論
文
「
書
類
証
拠
物
の
閲
覧
」
に
よ
る
に
、
「
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ

リ
ー
を
許
さ
な
い
と
い
う
原
則
は
、
英
米
法
の
当
事
者
主
義
的
な
訴
訟
の
、

一
件
記
録
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
、
被
告
人
も
弁
護
人
も
、
公
判
前
に
、
こ
れ
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

し
か
し
実
は
、
平
野
先
生
自
身
は
、
こ
の
本
文
に
同
時
に
注
目
す
べ
き
註
を
付
さ
れ
て
い
た
。
日
く
「
も
っ
と
も
、
ど
の
程
度
の
も
の

を
一
件
記
録
と
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
明
文
が
な
く
、
ま
た
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
、
こ
れ
を
強
制
す
る
方

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

ー

四

理

論

の

再

構

成



法
も
な
い
。
だ
か
ら
、
純
法
律
的
に
い
え
ば
、
英
米
法
の
方
が
、
よ
り
ひ
ろ
く
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー
を
保
障
し
て
い
る
と
さ
え
い
え
よ

う
」
と
。

第
五
四
巻
四
号

一
件
記
録
は
全
て
開
ホ
さ
れ
て
も
、
そ
の
一
件
記
録
に
綴
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
検
察
官
の
手
許
に
あ
っ
て
も
結
果
的
に

開
示
対
象
か
ら
外
れ
る
資
料
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
の
問
題
の
核
心
は
、
重
要
性
•
関
連
性
判
断
の
適
切
さ
に
あ
る
。
昭
和
一

0
年
当
時

一
件
記
録
と
は
「
唯
だ
公
訴
を
維
持
す
る
に
足
る
有
罪
的
方
面
の
證
撮
の
緊
合
で
あ
り
」
「
其
記
事
は
専
ら
被
告
人

(12) 

の
不
利
益
の
為
め
有
罪
證
撮
の
客
観
化
・
書
面
化
た
る
の
本
性
を
有
つ
て
ゐ
る
」
と
の
記
述
も
あ
る
通
り
、
大
正
刑
事
訴
訟
法
期
か
ら
こ

の
問
題
は
水
面
下
で
存
在
し
、
そ
の
後
の
当
事
者
主
義
に
お
い
て
も
（
検
察
官
の
判
断
を
中
立
公
平
な
も
の
と
位
置
づ
け
る
の
は
理
論
上

か
な
り
難
化
し
た
な
か
で
）
連
綿
と
生
き
続
け
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
大
正
刑
事
訴
訟
法
期
に
は
証
拠
開
示
問
題
は
な
か
っ
た
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
理
解
が
留
保
を
付
さ
れ
る
こ
と
な
く
浸
透
し
て
い
る
現
状
は
、
関
連
性
を
め
ぐ
る
こ
の
問
題
が
、
通
常
少
な
く
と
も
証
拠
開
示
問

題
の
一
局
面
と
し
て
意
識
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
物
語
る
も
の
と
い
え
る
。

他
方
、
大
正
刑
事
訴
訟
法
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
法
で
は
、
や
や
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
検
察
官
手
持
の
所
謂
証
跡
記

録

(
S
p
u
r
e
n
a
k
t
e
n
)

の
み
で
あ
る
が
、
証
拠
調
べ
請
求

(
B
e
w
e
i
s
a
ntrag)

或
は
証
拠
捜
査
請
求

(
B
e
w
e
i
s
e
r
m
i
t
t
l
u
n
g
s
a
n
t
r
a
g
)

を
行
え
ば
裁
判
所
の
解
明

義
務
に
依
拠
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
証
拠
調
べ
請
求
の
却
下
事
由
が
、
証
拠
先
取
評
価
の
禁
止

．
）
原
理
に
よ
り
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
「
証
拠
開

．． 

(
B
e
w
e
1
s
a
n
t
1
 N 1
p
a
t
1
o
n
s
v
e
r
b
o
t
 

示
」
問
題
の
関
連
性
面
で
の
発
生
に
対
す
る
有
効
な
防
波
堤
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
ド

(13) 

イ
ツ
法
を
継
受
し
た
大
正
刑
事
訴
訟
法
に
あ
っ
て
、
証
拠
調
べ
請
求
権
の
こ
の
よ
う
な
部
分
は
遂
に
摂
取
さ
れ
な
か
っ
た
。

の
文
献
を
幡
け
ば
、

関
法

の
う
ち
、

一
件
記
録
に
綴
ら
れ
て
閲
覧
権
の
対
象
と
な
る
の
は
、
そ
の
内
容
が
当
該
事
件
の
解
明
に
資
す
る
場
合

七
八

（
六
九
四
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（
六
九
五
）

関
連
性
論
の
究
極
部
分
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
と
る
手
法
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
請
求
を
広
く
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
後
の
「
資
料
の
探
索
•
開

、
、
、
、
、
、
、
、
、

示
」
の
多
く
を
裁
判
所
の
手
に
委
ね
る
手
法
ー
は
、
現
在
イ
ギ
リ
ス
の
と
る
手
法
ー
—
ー
す
な
わ
ち
詳
細
な
一
覧
表
及
び
捜
査
報
告
書
等

、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
指
定
補
助
資
料
を
交
付
す
る
こ
と
で
被
告
人
側
自
身
に
よ
る
関
連
資
料
絞
り
込
み
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
手
法
と
比
較
す
れ
ば
、
確
か

に
職
権
主
義
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
現
在
、
わ
が
国
の
関
連
性
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
比
べ
て
被
告
人
側
に
課
せ
ら
れ

る
資
料
指
定
負
担
は
重
く
、
こ
の
負
担
に
耐
え
よ
う
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
て
資
料
指
定
に
役
立
つ
補
助
資
料
は
お
ろ
か
証
拠
標
目
の

一
覧
表
自
体
か
ら
し
て
開
示
さ
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
弊
害
論
が
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
と
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
狭
間
で
被
告
人

に
最
も
不
利
な
結
論
に
至
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
関
連
性
論
も
ま
た
職
権
主
義
と
当
事
者
主
義
と
の
狭
間
で
被
告
人
に
最
も
不
利
な
結

論
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
証
拠
開
示
に
関
す
る
具
体
的
な
規
定
解
釈
•
立
法
提
案
に
あ
た
っ
て
は
、
わ
が
国
の
こ

い
ぴ
つ

の
全
体
枠
組
の
特
殊
な
歪
さ
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
、
訴
訟
指
揮
権
に
基
づ
く
証
拠
開
示
命
令
と
い
う
従
来
の
手
法
に
よ
る
限
り
、
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
を
貰
徹
し
た

解
決
は
原
理
的
に
難
し
い
が
、
こ
の
手
法
に
よ
り
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
に
則
っ
た
形
で
問
題
解
決
さ
れ
る
見
込
み
に
つ
い
て
、
こ
こ
で

(14) 

い
ま
一
度
み
て
お
く
。

訴
訟
指
揮
権
に
基
づ
く
証
拠
開
ホ
命
令
を
用
い
て
も
、
例
え
ば
証
拠
金
品
総
目
録
・
書
類
目
録
な
ど
の
捜
査
書
類
書
式
を
開
示
さ
せ
れ

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

ー

五

理

論

の

具

体

化

2
 

七
九



2
 

第
五
四
巻
四
号

ば
、
検
察
官
手
持
の
全
資
料
の
少
な
く
と
も
存
在
・
種
類
ま
で
は
知
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
証
拠
標
目
の
開
示
は
準
開
示
で
あ
る

一
括
全
面
開
ホ
を
否
定
し
た
従
前
の
判
例
に
も
反
し
な
い
。
ま
た
、
証
拠
標
目
に
加
え
て
、
例
え
ば
取
調
経
過
一
覧

表
、
取
調
状
況
報
告
書
、
捜
査
報
告
書
な
ど
を
も
併
せ
て
開
示
す
れ
ば
、
供
述
の
変
遷
と
の
擦
り
合
わ
せ
に
お
い
て
、
重
要
な
未
開
示
調

次
に
、
被
告
人
側
の
指
定
に
応
じ
て
本
開
示
（
す
な
わ
ち
内
容
開
示
）
に
進
む
に
つ
い
て
は
、
弊
害
な
ど
を
理
由
と
す
る
制
約
の
余
地

が
残
る
。
と
は
い
え
、
判
例
に
い
う
利
益
衡
量
図
式
に
お
い
て
、
「
弊
害
の
虞
」
と
い
う
不
開
示
要
因
を
従
来
よ
り
も
具
体
化
し
て
絞
り

込
み
、
更
に
証
拠
指
定
に
あ
た
っ
て
被
告
人
側
の
「
具
体
的
必
要
性
」
疎
明
負
担
を
緩
和
す
れ
ば
、
事
実
上
「
重
要
性
•
関
連
性
」
は
ほ

ぼ
掛
酌
せ
ず
に
検
察
官
手
持
資
料
の
全
て
が
原
則
と
し
て
開
示
さ
れ
る
と
な
れ
ば
こ
の
状
態
を
全
面
開
示
と
一
応
見
る
こ
と
が
で
き

し
か
し
、
被
告
人
側
の
資
料
指
定
の
負
担
を
最
終
的
に
回
避
し
難
い
こ
と
、
裁
判
所
の
介
入
が
原
則
で
は
な
い
枠
組
の
中
で
運
用
が
開

示
消
極
に
傾
き
易
い
こ
と
、
裁
判
所
の
職
権
不
発
動
に
対
し
て
不
服
申
立
の
途
が
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
、
難
は
残
る
。
最
終
的
に
は
、

や
は
り
立
法
に
よ
る
根
本
解
決
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
た
び
二

0
0
四
年
五
月
二
八
日
の
法
改
正
で
「
公
判
前
整
理
手
続
」
が
新
設
さ
れ
、
そ
の
中
で
証
拠
開
示
が
拡
充
さ
れ

た
（
該
当
部
分
は
二

0
0
五
年
―
一
月
二
七
日
ま
で
に
施
行
）
。
ま
ず
、
新
制
度
の
内
容
を
概
観
す
る
。

受
訴
裁
判
所
（
或
は
受
命
裁
判
官
〔
三
一
六
条
の
一
―
〕
）
主
宰
の
三
面
構
造
の
手
続
に
て
、
検
察
官
は
①
検
察
官
請
求
証
拠
及
び
②

そ
れ
の
証
明
力
を
判
断
す
る
た
め
の
証
拠
を
開
示
し
、
更
に
被
告
人
側
の
主
張
が
示
さ
れ
れ
ば
、
検
察
官
は
③
そ
の
主
張
に
関
連
す
る
証

る。 書
の
指
定
が
容
易
に
な
る
。

と
解
す
る
な
ら
ば
、

関
法

八
〇

（
六
九
六
）



を
考
慮
し
た
う
え
で
相
当
と
認
め
れ
ば
、
当
該
証
拠
が
開
示
さ
れ
る

（
三
一
六
条
の
一
五
）
。

検
察
官
は
、
自
ら
の
証
明
予
定
事
実
を
示
す
（
三
一
六
条
の
一
三
）

対
象
（
証
拠
書
類
及
び
証
拠
物
、
証
人
の
氏
名
住
所
）
に
加
え
て
、
新
た
に
証
人
供
述
録
取
書
等
（
供
述
書
・
供
述
録
取
書
•
映
像
や
音

人
が
公
判
廷
で
供
述
す
る
予
定
の
内
容
を
示
す
も
の
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
よ
く
、
要
旨
で
代
替
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

一
定
の
証
拠
類
型

（
証
拠
物
、
三
ニ
一
条
二
項
•
三
項
書
面
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
、
三
ニ
―
条
四
項
書
面
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
書
面
、
証
人
（
三
二
六
条
の
同
意
が
な
さ
れ
な
い
場
合
の
証
人
予
定
者
を
含
む
）
供
述
録
取
書
等
、
検
察
官
が
特
定
の
証
拠
に
よ

り
直
接
証
明
し
よ
う
と
す
る
事
実
の
有
無
に
関
す
る
参
考
人
供
述
調
書
等
、
被
告
人
供
述
調
書
等
、
被
告
人
の
取
調
べ
状
況
記
録
）
に
該

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

当
し
且
つ
「
特
定
の
検
察
官
請
求
証
拠
の
証
明
力
を
判
断
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
に
つ
い
て
も
、
検
察
官
は
開

示
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
被
告
人
側
か
ら
開
示
請
求
証
拠
の
「
類
型
」
と
そ
の
証
拠
を
「
識
別
す
る
に
足
り
る
事
項
」
と

を
示
し
且
つ
開
示
の
「
必
要
」
性
を
明
ら
か
に
し
て
開
示
請
求
し
た
場
合
に
、
検
察
官
が
開
示
の
必
要
性
の
程
度
と
弊
害
の
内
容
・
程
度

次
に
、
被
告
人
側
の
主
張
明
示
及
び
証
拠
開
示
に
つ
い
て
。
被
告
人
側
は
、
「
証
明
予
定
事
実
そ
の
他
の
公
判
期
日
に
お
い
て
す
る
こ

と
を
予
定
し
て
い
る
事
実
上
及
び
法
律
上
の
主
張
が
あ
る
と
き
は
」
こ
こ
で
予
め
明
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
（
三
一
六
条
の
一
七
）
、

更
に
、
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
の
請
求
証
拠
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
こ
こ
で
予
め
開
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、

こ
れ
を
受
け
て
、
再
び
検
察
官
開
示
に
つ
い
て
。
被
告
人
側
に
よ
り
明
示
さ
れ
た
主
張
に
関
連
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

ま
た
、

声
に
よ
る
供
述
記
録
を
指
す
）
を
も
開
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た

最
初
の
検
察
官
手
持
資
料
の
開
示
に
つ
い
て
。

拠
を
も
開
示
す
る
、
と
い
う
の
が
大
筋
で
あ
る
。

ノ＼

（
六
九
七
） （

三
一
六
条
の
一
八
）
。

と
と
も
に
、
「
検
察
官
請
求
証
拠
」
と
し
て
、
従
来
か
ら
の
開
示

（
三
一
六
条
の
一
四
）
。
但
し
、
こ
の
証
人
供
述
録
取
書
等
は
、
そ
の
証



五
0
万
円
以
下
の
罰
金
）
を
以
て
臨
ん
で
い
る

標
目
は
、
相
手
方
当
事
者
に
は
一
切
開
示
さ
れ
な
い

（
三
一
六
条
の
二
七
）
。

令
や

て
も
、
詳
し
く
言
及
し
て
い
る
。

第
五
四
巻
四
号

（
三
一
六
条
の
二
六
）
。

（
三
一
六
条
の
二
五
）
ほ
か
、
検
察
官
開
示
・
被
告

（
三
一
六
条
の
一
一
）
が
、
こ
の
裁
判
所
は
、

検
察
官
は
開
示
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
被
告
人
側
か
ら
開
示
請
求
証
拠
を
「
識
別
す
る
に
足
り
る
事
項
」
と
開
示
の
「
必

要
」
性
と
を
明
ら
か
に
し
て
開
示
請
求
し
た
場
合
に
、
検
察
官
が
開
示
の
必
要
性
の
程
度
と
弊
害
の
内
容
・
程
度
を
考
慮
し
た
う
え
で
相

な
お
、
当
事
者
が
そ
の
証
明
予
定
事
実
•
主
張
を
追
加
・
変
更
す
る
場
合
、
証
拠
調
べ
請
求
を
追
加
す
る
場
合
は
、

は
、
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
よ
っ
て
先
に
請
求
し
え
な
か
っ
た
も
の
を
除
き
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

い
ず
れ
も
「
速
や

（
三
一
六
条
の
ニ
―
、
同
条
の
ニ
―
-
）
。
そ
し
て
、
公
判
前
整
理
手
続
終
了
後
の
証
拠
調
べ
請
求
に
つ
い
て

更
に
、
こ
の
た
び
の
改
正
は
、
開
示
に
関
す
る
当
事
者
間
の
見
解
が
対
立
し
た
場
合
の
「
裁
定
者
と
し
て
の
裁
判
所
の
役
割
」
に
つ
い

証
拠
開
示
に
関
す
る
裁
定
を
行
う
「
裁
判
所
」
は
受
訴
裁
判
所
で
あ
る

す
る
）
当
事
者
の
請
求
に
よ
り
開
示
の
時
期
・
方
法
等
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

人
側
開
ホ
が
充
足
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
相
手
方
当
事
者
の
請
求
に
よ
り
開
ホ
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
の
裁
判
所
裁
定
に
対
す
る
不
服
申
立
手
段
と
し
て
、
即
時
抗
告
の
途
も
新
た
に
保
障
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
裁
判
所
は
、
証
拠
の
提
示
命

（
検
察
官
手
持
）
証
拠
標
目
の
提
示
命
令
を
も
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
提
示
命
令
に
お
い
て
は
、
当
該
証
拠
な
い
し
証
拠

加
え
て
、
こ
の
た
び
の
法
改
正
は
、
開
示
証
拠
の
複
製
等
（
複
製
そ
の
他
証
拠
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
物
及
び
書
面

を
指
す
）

の
使
用
を
当
該
被
告
事
件
の
審
理
の
準
備
の
み
に
限
っ
て
お
り
、
目
的
外
使
用
に
対
し
て
は
、
刑
罰
（
一
年
以
下
の
懲
役
又
は

（
二
八
一
条
の
四
、
同
条
の
五
）
。

か
に
」
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い

当
と
認
め
れ
ば
、
当
該
証
拠
が
開
ホ
さ
れ
る

（
三
一
六
条
の
一
―

0
)
。

関
法

（
証
拠
を
所
持

（
三
一
六
条
の
三
二
）
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）



証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

以
上
の
新
制
度
に
つ
き
、
特
に
四
点
に
絞
っ
て
コ
メ
ン
ト
す
る
。

J¥ 

（
六
九
九
）

（
但
し
一
覧
表
す
ら
開
示
さ
れ
な
い
点
で
は
更
に
限
定
的
で

第
一
に
。
こ
の
た
び
の
改
正
は
、
従
来
「
裁
判
所
の
訴
訟
指
揮
権
」
で
運
用
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
明
文
根
拠
を
与
え
て
、
裁
判
所
介
入

の
禁
忌
感
を
取
り
払
う
と
と
も
に
、
実
務
の
中
で
開
示
に
馴
染
み
易
い
と
認
め
ら
れ
て
き
た
証
拠
類
型
を
ベ
ー
ス
に
個
別
開
示
を
積
み
重

ね
る
手
法
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
運
用
に
お
い
て
前
記
最
高
裁
決
定
よ
り
も
開
示
積
極
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
と
も
い
わ

れ
る
一
部
裁
判
実
務
ラ
イ
ン
が
、
こ
の
た
び
か
な
り
明
確
に
画
定
・
展
開
さ
れ
た
。
尤
も
、
裁
量
幅
は
な
お
広
く
、
実
際
に
は
今
後
の
運

用
を
侯
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
、
従
来
同
じ
く
開
示
に
馴
染
み
易
い
証
拠
類
型
と
さ
れ
て
き
た
「
写
真
・
録
音
テ
ー
プ
・
録
画
テ
ー

プ
」
が
こ
の
た
び
原
則
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
点
に
も
、
や
や
疑
問
が
残
る
。

、
、
、
、
、

更
に
、
そ
も
そ
も
こ
の
た
び
の
改
正
は
、
当
事
者
の
主
張
（
す
な
わ
ち
争
点
）
に
関
連
す
る
も
の
を
開
示
検
討
対
象
と
す
る
方
針
を
明

示
し
て
い
る
。
実
は
、
「
争
点
関
連
性
」
と
い
う
開
示
規
準
に
よ
り
開
示
対
象
を
「
必
要
か
つ
充
分
な
も
の
」
に
絞
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
の

オ
リ
ジ
ナ
ル

手
法
は
、
既
に
本
稿
三
で
見
た
イ
ギ
リ
ス
の

C
P
I
A
原
型
に
極
め
て
近
い

あ
る
）
。
し
か
し
こ
の
開
示
規
準
は
、
被
告
人
側
が
関
連
性
あ
り
と
判
断
し
て
も
当
該
証
拠
は
必
ず
し
も
開
示
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

必
然
的
に
含
意
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
絞
り
込
み
開
示
を
行
え
ば
、
被
告
人
側
の
防
御
の
利
益
は
（
時
に
不
当
に
）
縛
ら
れ
、
真
に

必
要
な
資
料
の
不
開
示
を
招
く
と
い
う
の
が
、
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
知
見
で
あ
り
（
前
掲
•
図
表
5
)、

C
P
I
A
修
正
実
務
（
訴
追

側
開
示
規
準
の
「
み
な
し
関
連
」
運
用
等
）
を
生
ん
だ
。
わ
が
国
で
も
同
様
の
検
討
の
余
地
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
。
こ
の
関
連
性
絞
り
込
み
の
手
法
に
お
い
て
、
被
告
人
側
の
視
点
を
被
告
人
側
「
開
示
」
に
よ
り
反
映
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
ま
た
、

オ
リ
ジ
ナ
ル

C
P
I
A
原
型
と
類
似
す
る
。
そ
の
際
に
生
じ
る
被
告
人
側
の
負
担
の
重
さ
に
対
し
て
、
既
に
本
稿
三
で
見
た
よ
う
に
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
で

3
 



第
五
四
巻
四
号

（
弊
害
判
断
の
み
で
）
関

（七
0
0
)

は
強
く
批
判
さ
れ
て
お
り
、
実
務
上
の
修
正
（
被
告
人
側
開
示
要
請
の
事
実
上
の
緩
和
、

c
r
i
m
e
r
e
p
o
r
t
等
の
指
定
補
助
資
料
の
開
示
実

第
三
に
。
裁
判
所
に
対
す
る
検
察
官
手
持
証
拠
標
目
の
提
示
に
つ
い
て
。
わ
が
国
の
現
行
実
務
に
お
い
て
は
全
て
の
捜
査
資
料
が
検
察

官
に
送
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
提
示
命
令
に
よ
っ
て
全
て
の
「
検
察
官
手
持
」
証
拠
標
目
は
示
せ
て
も
、
水
面
下

で
既
に
捜
査
資
料
の
第
一
次
選
別
（
す
な
わ
ち
第
一
次
関
連
性
判
断
）
が
為
さ
れ
て
い
る
点
に
、
留
意
の
必
要
が
あ
る
。
ち
な
み
に
前
記

、
、
、
、

最
高
裁
決
定
も
、
証
拠
開
示
命
令
の
対
象
を
検
察
官
の
「
所
持
す
る
証
拠
」
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
「
所
持
」
の
意
に
つ
き
、
当
時
の
調

査
官
解
説
は
既
に
、

や
や
異
な
っ
た
脈
絡
な
が
ら
、
「
た
と
い
現
に
所
持
し
て
い
な
く
て
も
、
脱
法
的
な
所
持
喪
失
と
し
て
、
所
持
し
て

(15) 

い
る
の
と
同
視
さ
れ
る
べ
き
場
合
は
あ
り
得
よ
う
」
と
述
べ
て
い
た
。

第
四
に
。
予
断
防
止
原
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
。
こ
の
た
び
の
「
第
一
回
公
判
期
日
前
の
受
訴
裁
判
所
関
与
」
の
体
制
は
、
（
現
行
実

務
に
お
け
る
証
拠
決
定
等
へ
の
関
与
か
ら
の
類
推
に
加
え
て
）
予
断
防
止
原
則
の
新
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

、
、
、

拠
の
提
示
で
な
い
形
態
両
当
事
者
が
公
式
に
関
与
し
て
受
訴
裁
判
所
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
あ
る
手
続
構
成

l

に
お
い

て
は
、
公
判
前
に
受
訴
裁
判
所
が
一
定
の
証
拠
に
接
触
し
て
一
定
の
判
断
を
行
っ
て
も
な
お
「
公
平
な
裁
判
所
」
の
外
観
を
損
な
う
こ
と

(16) 

は
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
新
解
釈
•
新
制
度
設
計
は
、
確
か
に
理
論
的
に
成
り
立
ち
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
予
断
防
止
の
原
則
は
、
証
拠

お
お
や
け

へ
の
「
一
方
的
」
接
触
を
禁
じ
る
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て
、
こ
の
一
方
的
接
触
が
秘
か
に
先
（
潜
）
行
し
な
い
こ
と
を
「
公
」
の
裁
判

開
始
の
場
で
保
障
す
る
手
続
的
装
置
と
し
て
働
き
、
公
開
主
義
・
公
判
中
心
主
義
を
支
え
て
き
た
。
こ
ち
ら
の
機
能
を
視
野
に
入
れ
た
検

討
の
余
地
は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
同
じ
く
公
判
前
関
与
の
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
実
は
、
裁
判
所
は

務
の
拡
大
）
が
施
さ
れ
て
い
る
点
は
、
参
考
に
な
る
。

関
法

八
四

一
方
的
な
証



八
五

一
般
に
「
内
容
」
に
立
ち
入
る
度
合
い
が
低
い
こ
と
、
証
拠
開
示
に
関
す
る
葛

藤
が
生
じ
れ
ば
受
訴
裁
判
所
を
別
に
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
正
式
起
訴
に
よ
り
審
理
さ
れ
る
事
件
で
は
事
実
認
定
は

受
訴
裁
判
所
で
は
な
く
陪
審
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
予
断
防
止
は
な
お
辛
う
じ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

(17) 

以
上
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
私
見
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
二
段
構
え
の
開
示
手
続
を
構
想
す
る
。
検
察
官
は
、
ま
ず
最
初
に
「
①

、
、
、
、

当
該
事
件
に
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
検
察
官
が
思
料
す
る
資
料
」
と
と
も
に
、
「
②
当
該
事
件
の
捜
査
中
に
得
ら
れ
た
資
料
の
一
覧

表
、
③
一
覧
表
か
ら
の
必
要
資
料
の
選
別
に
資
す
る
補
助
資
料
（
例
え
ば
捜
査
報
告
書
な
ど
）
」
を
開
示
す
る
。
次
に
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

い
て
被
告
人
側
か
ら
指
定
開
示
請
求
が
あ
れ
ば
、
検
察
官
は
原
則
と
し
て

も
開
示
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
モ
デ
ル
は
、
開
示
請
求
に
際
し
て
被
告
人
側
の
負
担
を
避
け
つ
つ
被
告
人
側
自
身
に
よ
る
資
料
選
別
を
狙

、
、
、
、

う
と
い
う
、
謂
わ
ば
イ
ギ
リ
ス
現
行
実
務
類
似
型
で
あ
る
。
例
外
的
に
弊
害
ゆ
え
の
不
開
示
を
認
め
る
に
つ
い
て
は
、
中
立
の
裁
定
者
と

し
て
の
裁
判
所
の
下
で
、
不
開
示
理
由
を
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
す
る
当
事
者
関
与
の
三
面
構
造
の
判
断
手
続
を
整
備
す
る
。
こ
の
裁
判

所
は
、
受
訴
裁
判
所
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
立
法
論
と
し
て
は
別
機
関
（
別
裁
判
官
）
と
す
る
こ
と
も
あ
り
え
よ

最
後
に
。
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
と
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
「
法
」
に
到
達
す
る
思
考
形
式
の
、
異
な
っ
た
分
析
概
念
で
あ
る

が
、
こ
こ
ま
で
証
拠
開
示
に
お
い
て
見
て
き
た
限
り
、
帰
着
点
た
る
「
法
」
は
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
と
な
る
。
た
だ
、
証
拠
開
示
を
更

に
は
刑
事
訴
訟
法
全
体
を
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
わ
が
国
の
場
合
、
憲
法
の
防
御
権
保

障
の
諸
規
定
（
特
に
三
一
条
、
三
七
条
二
項
）

。
ニつ

4
 

の
存
在
と
そ
の
重
み
と
に
鑑
み
れ
ば
、
最
終
的
に
は
権
利
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
再

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

連
性
判
断
に
つ
い
て
は
事
実
上
殆
ど
関
与
し
な
い
た
め
、

（七
0
1

)

 

（
す
な
わ
ち
弊
害
あ
る
場
合
を
除
い
て
）
「
④
指
定
資
料
」
を

一
覧
表
に
基
づ



関
法

第
五
四
巻
四
号

構
成
・
体
系
的
理
解
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)

こ
の
問
題
は
、
山
一
九
四
九
年
現
行
法
施
行
当
初
か
ら
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
（
団
籐
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
[
初
版
二
ニ
四
六
頁

（
一
九
四
八
、
弘
文
堂
書
房
）
、
羽
山
忠
弘
「
刑
訴
二
九
九
条
第
一
項
と
そ
の
関
連
問
題
に
つ
い
て
1

特
に
英
米
法
に
お
け
る
d
i
s
c
o
v
e
r
y

の
理

論
と
の
比
較
ー
」
警
論
一
六
集
二
四
頁
(
-
九
五

O
)
）
、
②
一
九
五

0
年
代
後
半
に
著
し
い
理
論
的
深
化
を
見
た
（
佐
伯
千
保
「
崩
壊
し
ゅ

く
人
権
保
障
」
法
時
二
七
巻
六
号
一

0
頁
(
-
九
五
五
)
[
同
『
刑
事
裁
判
と
人
権
』
五
頁
(
-
九
五
七
、
法
律
文
化
社
）
及
び
同
『
刑
事
訴
訟

の
理
論
と
現
実
』
二
七
頁
(
-
九
七
九
、
有
斐
閣
）
所
収
]
‘
同
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
の
開
示
」
立
命
二
九
1
1
-
―1
0号
九
八
頁
(
-
九
五

九
)
[
同
書
四
五
頁
所
収
]
‘
平
野
・
後
掲
註
(11)
等
）
。
そ
の
後
、
③
ア
メ
リ
カ
法
等
を
も
参
照
し
つ
つ
詳
密
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
な
か
（
佐

藤
千
速
「
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
証
拠
の
開
示
」
判
タ
一
五

0
号
一
八
四
頁
(
-
九
六
三
）
、
藤
永
幸
治
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠

開
示
（
一
）
ー
（
八
）
ー
—
|
ア
メ
リ
カ
の
判
例
を
中
心
に
ー
」
曹
時
一
六
巻
六
号
六
四
頁
•
一
七
巻
三
号
八
九
頁
•
同
四
号
九
七
頁
•
同
五
号
八
五

頁
•
同
七
号
六
四
頁
•
同
八
号
五
一
二
頁
•
同
九
号
一
八
頁
•
一
八
巻
一
号
五
七
頁
(
-
九
六
四
ー
六
六
)
[
同
『
現
代
検
察
の
理
論
と
課
題
」
三

三
五
頁
(
-
九
九
三
、
信
山
社
）
所
収
]
‘
鈴
木
茂
嗣
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
開
示
(
-
)
（
二
）
」
神
戸
―
四
巻
一
号
一
頁
•
同
二
号
二
五
〇

頁
(
-
九
六
四
)
[
同
『
続
・
刑
事
訴
訟
の
基
本
構
造
（
下
）
』
三
九
三
頁
(
-
九
九
七
、
成
文
堂
）
所
収
]
‘
森
井
障
「
検
察
官
の
証
拠
開
示
義

務
」
『
犯
罪
と
刑
罰
（
佐
伯
千
籾
博
士
還
暦
祝
賀
論
文
集
）
（
下
）
』
二
五
八
頁
(
-
九
六
八
、
有
斐
閣
）
等
）
、
山
本
文
後
述
•
一
九
六
九
（
昭
和

四
四
）
年
最
高
裁
決
定
が
齋
さ
れ
た
（
鈴
木
「
証
拠
開
示
問
題
の
新
展
開
」
法
時
四
一
巻
八
号
二
八
頁
(
-
九
六
九
)
[
同
•
前
掲
書
四
七
四
頁

所
収
]
‘
光
藤
景
絞
「
検
察
官
手
持
証
拠
の
開
示
を
め
ぐ
っ
て
ー
最
高
裁
の
二
つ
の
決
定
を
機
縁
と
し
て
—
ー
＇
」
ジ
ュ
リ
四
二
八
号
一
〇
六
頁

（
一
九
六
九
）
、
田
宮
裕
「
刑
事
手
続
と
裁
判
所
の
役
割
|
ー
‘
証
拠
開
示
問
題
を
素
材
と
し
て
ー
~
」
判
タ
ニ
五
九
号
二
九
頁
(
-
九
七
―
)
[
同

『
刑
事
裁
判
と
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
ニ
―
―
頁
(
-
九
七
二
、
有
斐
閣
）
所
収
]
‘
松
本
時
夫
「
証
拠
開
示
」
ジ
ュ
リ
五

0
0号
四
四
四
頁

（
一
九
七
二
）
等
参
照
）
。
以
後
、
⑥
証
拠
開
示
問
題
は
、
そ
の
刑
事
訴
訟
理
論
上
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
更
に
重
ね
ら
れ
る
と
と
も
に

（
松
尾
浩
也
「
『
当
事
者
主
義
』
に
つ
い
て
」
『
刑
事
裁
判
の
課
題
（
中
野
次
雄
判
事
還
暦
祝
賀
論
文
集
）
」
三
三
頁
(
-
九
七
二
、
有
斐
閣
）
[
同

『
刑
事
訴
訟
の
原
理
』
三
三

0
頁
(
-
九
七
四
、
有
斐
閣
）
所
収
]
‘
渥
美
東
洋
「
刑
事
訴
訟
の
新
た
な
る
展
開
（
上
）
（
下
）
ー
|
I
日
米
の
証
拠
開

示
を
一
例
に
し
て
＇
~
」
曹
時
二
九
巻
六
号
一
頁
•
同
七
号
一
頁
(
-
九
七
七
)
[
同
『
捜
査
の
原
理
』
二
六
九
頁
(
-
九
七
九
、
有
斐
閣
）
所

慇
、
井
戸
田
侃
「
証
拠
開
示
の
基
本
問
題
」
『
刑
事
裁
判
の
復
興
（
石
松
竹
雄
判
事
退
官
記
念
論
文
集
）
』
五
一
頁
(
-
九
九

0
、
勁
草
書
房
）

八
六

（七
0
二）



(
5
)
 

同
『
刑
事
訴
訟
理
論
と
実
務
の
交
錯
』
二
三
二
頁
（
二

0
0四
、
有
斐
閣
）
所
収
]
等
）
、
実
務
に
根
ざ
す
関
心
も
な
お
高
く
（
村
上
保
之
助

「
証
拠
開
示
」
判
夕
四
六
六
号
二
九
頁
(
-
九
八
二
)
[
大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
編
『
刑
事
公
判
の
諸
問
題
』
一
四
六
頁
(
-
九
八
九
、
判
例
タ

イ
ム
ズ
杜
）
所
収
]
‘
野
間
橙
二
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
主
義
と
審
理
不
尽
」
曹
時
四
四
巻
九
号
一
頁
(
-
九
九
二
)
[
同
『
刑
事
訴
訟
に

お
け
る
現
代
的
課
題
』
二
三
五
頁
(
-
九
九
四
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）
所
収
]
‘
吉
丸
箕
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
開
示
（
上
）
（
下
）
ー
|
'
第
一

回
公
判
期
日
前
の
証
拠
開
示
を
中
心
に
|
|
」
曹
時
五
二
巻
五
号
一
頁
・
同
六
号
一
頁
（
二

0
0
0
)
、
同
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
開
示

（
上
）
（
下
）
ー
—
ー
被
告
人
に
有
利
な
証
拠
の
開
示
ー
」
曹
時
五
四
巻
三
号
一
頁
•
同
四
号
一
頁
（
二

0
0
二
）
等
）
、
こ
の
た
び
の
法
改
正
動
向

を
招
来
す
る
に
至
っ
た
。
詳
し
く
は
、
酒
巻
匡
『
刑
事
証
拠
開
示
の
研
究
」
(
-
九
八
八
、
弘
文
堂
）
、
松
代
剛
枝
『
刑
事
証
拠
開
示
の
分
析
』

（二

0
0
四
、
日
本
評
論
社
）
参
照
。

本
稿
は
、
こ
の
拙
著
上
梓
（
二

0
0
四
年
二
月
）
後
に
行
わ
れ
た
二

0
0
四
年
法
改
正
を
も
扱
う
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
基
礎
理
論
に
関
す
る

記
述
部
分
は
拙
著
と
重
な
る
（
特
に
本
稿
二
及
び
三
は
拙
著
第
一
部
に
、
本
稿
四
は
拙
著
第
二
部
に
詳
し
い
）
。
な
お
、
本
稿
五
で
扱
う
こ
の
た

び
の
法
改
正
に
つ
き
、
法
案
提
出
（
二

0
0
四
年
一
二
月
二
日
）
後
現
在
（
同
年
七
月
末
）
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た
関
連
文
献
と
し
て
、
大
澤
裕

「
『
新
た
な
準
備
手
続
』
と
証
拠
開
示
」
刑
雑
四
一
二
巻
三
号
六
八
頁
、
川
出
敏
裕
「
公
判
前
整
理
手
続
」
ジ
ュ
リ
―
二
六
八
号
七
三
頁
、
三
井
誠

ほ
か
「
座
談
会
・
裁
判
員
制
度
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ニ
一
六
八
号
六
頁
う
ち
三
ニ
ー
三
四
頁
、
安
原
浩
「
審
理
の
充
実
・
迅
速
化
の
た
め
の
方

策
に
つ
い
て
i
~

争
点
整
理
の
た
め
の
証
拠
開
示
を
中
心
に
l
~

」
法
時
七
四
巻
七
号
四
二
頁
も
参
照
。
基
礎
理
論
関
連
文
献
と
し
て
は
、
光
藤

景
絞
「
（
紹
介
）
ダ
ニ
エ
ル
・
J
・
カ
プ
ラ
罪
責
否
定
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
ロ
検
察
官
の
裁
量
と
（
裁
判
所
に
よ
る
）
回
顧
的
審
査
と
い
う
ァ

ガ
ス
問
題
を
避
け
る
」
犯
罪
と
刑
罰
一
六
号
―
二
七
頁
も
、
こ
の
ほ
ど
公
刊
さ
れ
た
。

(
2
)

最
決
昭
和
四
四
年
四
月
二
五
日
刑
集
二
三
巻
四
号
二
四
八
頁
、
最
決
昭
和
四
四
年
四
月
二
五
日
刑
集
二
三
巻
四
号
二
七
五
頁
。

(
3
)
 
J
a
m
e
s
委
員
会
は
、
内
務
大
臣
と
大
法
官
と
に
よ
る
合
同
委
員
会
で
あ
り
、
そ
の
報
告
書
「
T
h
e
Distribution of C
r
i
m
i
n
a
l
 B
u
s
i
n
e
s
s
 b
e
 ,
 

t
w
e
e
n
 the C
r
o
w
n
 C
o
u
r
t
 a
n
d
 t
h
e
 M
a
g
i
s
t
r
a
t
e
s
'
C
o
u
r
t
s
,
 C
m
n
d
.
 6
3
2
3
」
は
、
一
九
七
五
年
―
一
月
に
大
法
官
府
で
纏
め
ら
れ
て
議
会
に

提
出
さ
れ
た
。

(
4
)
 
A
t
t
o
r
n
e
y
 ,
 
General's Guidelines, D
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 of I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 to the D
e
f
e
n
c
e
 in the C
a
s
e
s
 to b
e
 tried o
n
 I
n
d
i
c
t
m
e
n
t
 [
1
9
8
2
]
 
1
 

All E.R. 7
3
4
.
 

S
e
e
 F. 
F
e
e
n
y
,
'
A
d
v
a
n
c
e
 D
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 of 
t
h
e
 P
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
 C
a
s
e
'
i
n
 D
.
 M
o
x
o
n
 (ed.), 
M
a
n
a
g
i
n
g
 C
r
i
m
i
n
a
l
 Justice (
1
9
8
5
)
,
 
p
p
.
 

証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

八
七

（七
0
三）



(11) 

(12) 

(13) 

(10) 

(
9
)
 

(
8
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 る。

8
8
.
 

9
4ー

105.
第
五
四
巻
四
号

三
二
頁
(
-
九
九
0
、
勁
草
書
房
）

（七
0
四）

所
収
]
o

R. V• 

W
a
r
d
 [
1
9
9
3
]
 
1
 W
.
L
.
R
.
 6
1
9
,
 
C
.
A
.
 

全
不
開
示
請
求
三
三
件
の
う
ち
、
被
告
人
側
完
全
排
斥
の
（
す
な
わ
ち
資
料
の
存
在
す
ら
告
知
し
な
い
）
判
断
手
続
が
請
求
さ
れ
た
の
は
一
件

で
あ
っ
た
。

S
e
e
J. 
Plotnikoff &
 R. W
o
o
l
f
s
o
n
,
'
A
 F
a
i
r
 B
a
l
a
n
c
e
'
?
 E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 o
f
 the O
p
e
r
a
t
i
o
n
 o
f
 Disclosure L
a
w
 (2
0
0
1
)
,
 
p. 

R. v. 
S
a
u
n
d
e
r
s
 a
n
d
 others, 
unreported, S
e
p
t
e
m
b
e
r
 2
9
,
 
1
9
8
9
,
 
C.C.C., transcript T
8
8
1
6
3
0
 
[cited b
y
 ]. 
Niblett, 
Disclosure in 

C
r
i
m
i
n
a
l
 P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 (
1
9
9
7
)
,
 
pp. 7
 0ー

7
4
]
.

訴
追
側
バ
リ
ス
タ
の
う
ち
の
七
八
％
が
、
被
告
人
側
か
ら
の
開
示
請
求
に
対
し
て
、
た
と
え
第
二
次
開
示
規
準
を
充
た
し
て
い
な
い
も
の
で

あ
っ
て
も
（
要
慎
重
資
料
で
な
い
限
り
）
応
じ
る
と
答
え
て
お
り
、
拒
否
す
る
と
答
え
た
の
は
四
％
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
裁
判
官
に
お
い
て

も
、
五
六
％
が
被
告
人
側
の
開
ホ
請
求
に
対
し
て
（
要
慎
重
資
料
で
な
い
限
り
）
そ
の
ま
ま
開
示
命
令
を
出
し
て
お
り
、
第
二
次
開
示
規
準
に
合

致
す
る
場
合
に
の
み
開
示
さ
せ
る
と
答
え
た
の
は
二
三
％
の
過
ぎ
な
か
っ
た
。

S
e
e
Plotnikoff &
 Wo
o
l
f
s
o
n
,
 op. 
cit., 
n. 
7
 
a
b
o
v
e
,
 pp. 7
6
-

7
7
,
 8
 
0

—

81. 

A
t
t
o
r
n
e
y
 General's Guidelines, Disclosure of I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 in C
r
i
m
i
n
a
l
 P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 (
2
0
0
0
)
,
 
paras. 3
7
,
 4
0
.
 

~
 
弟
―
沈
盃
囲
示
5

判
i知
5

に
際
し
て
訴
追
側
が
特
に
注
意
を
払
う
べ
き
類
型
と
し
て
、
被
告
人
以
外
の
容
疑
者
に
向
か
い
う
る
資
料
、
被
告
人
の
抗
弁
を
支
え
う
る
資
料

（
提
出
済
の
抗
弁
と
矛
盾
す
る
も
の
を
含
む
）
等
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
第
二
次
開
示
判
断
に
際
し
て
訴
追
側
が
開
示
す
べ
き
類
型
と
し
て
、
人

物
識
別
が
争
点
で
あ
れ
ば
容
疑
者
人
相
書
全
て
（
人
物
識
別
手
続
記
録
や
逮
捕
時
の
被
告
人
の
写
真
を
含
む
）
、
捜
査
官
が
取
り
調
べ
な
い
参
考

人
氏
名
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
松
代
•
前
掲
註

(
1
)八
六
頁
及
び
一
〇
七
頁
参
照
。
な
お
、
本
文
後
述
・
指
定
補
助
資
料

(crime report
等
）
も
、
解
釈
論
上
（
第
一
次
な
い
し
遅
く
と
も
第
二
次
）
開
示
規
準
に
取
り
込
ま
れ
る
「
み
な
し
関
連
」
資
料
の
一
種
で
あ

平
野
龍
一
「
書
類
証
拠
物
の
閲
覧
」
曹
時
―
一
巻
六
号
一
頁
(
-
九
五
九
）

南
波
杢
一
二
郎
『
僻
護
學
』
二
九
一
―
-
、
三
四
0
頁
(
-
九
一
二
五
、
新
光
閣
）
。

光
藤
景
咬
「
証
拠
調
請
求
権
の
復
権
」
『
刑
事
裁
判
の
復
興
（
石
松
竹
雄
判
事
退
官
記
念
論
文
集
）
』

[
同
『
刑
事
証
拠
法
の
新
展
開
』
六
八
頁
（
二

0
0
1
、
成
文
堂
）
所
収
]
参
照
。

関
法

[
同
『
捜
査
と
人
権
』
二
四
一
頁
(
-
九
八
一
、
有
斐
閣
）

¥
¥
 

j

ノ



(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
証
拠
開
示
理
論
と
二

0
0
四
年
刑
事
訴
訟
法
改
正

八
九

改
正
前
の
刑
事
訴
訟
法
規
定
を
前
提
と
し
た
解
釈
論
に
つ
き
、
詳
し
く
は
松
代
・
前
掲
註
(
1
)
終
章
参
照
。

田
尾
勇
•
最
判
解
[
昭
和
四
四
年
度
]
ニ
ハ
六
頁
う
ち
―
八
三
頁
二
九
七
三
、
法
曹
会
）
〇

酒
巻
匡
「
刑
事
裁
判
の
充
実
・
迅
速
化
l

争
点
整
理
と
証
拠
開
示
手
続
の
構
築
ー
」
ジ
ュ
リ
―
―
九
八
号
一
四
六
頁

詳
し
く
は
、
松
代
•
前
掲
註

(
1
)終
章
参
照
。

〔
追
記
〕
本
稿
脱
稿
（
二

0
0
四
年
七
月
末
）
後
に
公
刊
さ
れ
た
関
連
文
献
と
し
て
、
「
特
集
・
姿
を
見
せ
た
刑
事
司
法
改
革
|
ー
l

刑
事
司
法
は
ど
う

変
わ
る
の
か
|
_
」
法
時
七
六
巻
一

0
号
四
頁
、
斎
藤
司
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
疑
者
・
被
告
人
の
証
拠
開
示
請
求
権
の
展
開
」
九
大
法
学
八

九
号
一
頁
が
あ
る
。

（七
0
五）

（二

0
0
1
)
参
照
。


